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 大臣官房官庁営繕部 

建築物等の利用に関する説明書の作成例について 

～官庁施設の適正な保全を推進～ 

官庁施設の使用や保全等の基礎資料として完成時に作成する「建築物等

の利用に関する説明書」について、これまでの整備実績等を参考に作成例を

取りまとめました。 

 
〇今回公表する作成例では、庁舎の基本的な使用方法や注意点等をまとめた

説明書の「本編（RC 造等の非木造）」、「木造編」と災害発生時等の非常

時の使用方法等をまとめた「防災編」の３編を取りまとめています。 

〇公共建築物において木造建築物等の整備が着実に進んでいることを踏ま

え、「木造編」については、国及び地方公共団体で構成される全国営繕主

管課長会議で取りまとめています。 

〇このほか、説明書を作成する際の構成、留意事項、記載内容等を示した「建

築物等の利用に関する説明書作成の手引き」についても、作成例を踏まえ

た見直しを行っています。 
 

【作成例の取りまとめで重点を置いた項目】 

＜本編（RC 造等の非木造）・木造編共通＞ 

・建築・設備の視点から多くの保全対象部位を盛り込み、様々な施設に適

用できるよう内容を充実 

・保全の周期や方法について、法的根拠や建築保全業務共通仕様書の対応

箇所を明記するなど、作成者の負担軽減や管理者の効率的な保全に寄与 
 

＜木造編＞ 

・木造特有の内容を区別し、非木造と共通する内容を本編と統一化するこ

とにより、今後整備事例の増加が見込まれる混構造の建築物にも対応 
 

＜防災編＞ 

・非常時に使用する設備等の使用方法や点検方法等を、施設管理者で対応

する観点から分かりやすく記載 
 

詳細については参考資料「建築物等の利用に関する説明書の作成例につい

て」もあわせてご覧ください。 

「建築物等の利用に関する説明書」の作成例や手引きは、次の国土交通省

ホームページをご参照ください。 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_kentikubuturiyou_tebiki.html 

 

【問合せ先】 

本編、防災編について：大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室 阿部、柏﨑 

TEL：03-5253-8111（内線 23314、23318）、03-5253-8248（直通） 

木造編について：大臣官房官庁営繕部整備課木材利用推進室 下野、水瀨 

TEL：03-5253-8111（内線 23663、23475）、03-5253-8949（直通） 



【参考資料１】建築物等の利用に関する説明書の作成例について

工事の受注者
（建設会社）

工事の発注者
（国交省等）

施設の管理者等
（各省各庁）

説明書の提出※

※公共建築工事標準仕様書により提出を義務づけ（工事請負契約の成果物）

説明書の引き渡し

作成例の主な構成

工事 維持管理

１．はじめに（目的・概要）
２．想定される災害等
３．非常時の使用方法※

４．ライフライン等設備の緊急点検実施方法と

応急復旧の方法※
・ライフライン等設備図
・緊急点検の実施方法及び応急復旧の方法
・業務継続計画のために考慮すべき事項 等

１．はじめに（目的・概要）
２．使用の手引き
・設計主旨
・施設概要
・使用条件
・使用方法
・将来の改修・修繕における
留意事項

３．保全の手引き※
・保全の方法※・・・参考資料２参照
・法定点検等整理表
・支障がない状態の確認項目等
・届出書類一覧表、官公署連絡先一覧表
・設計及び工事担当者一覧表、資材・機材一覧表 等

３．保全の手引き※
・保全の方法※・・・参考資料２参照
・法定点検等整理表
・支障がない状態の確認項目等
・届出書類一覧表、官公署連絡先一覧表
・設計及び工事担当者一覧表、資材・機材一覧表 等

５．保全台帳
・点検及び確認記録
・修繕履歴 等

【本編（非木造）・木造編】

【防災編】

＜本編・木造編共通＞
・建築・設備の視点から多くの保全
対象部位を盛り込み、様々な施
設に適用できるよう内容を充実
・保全の周期や方法について、法
的根拠や建築保全業務共通仕様
書の対応箇所を明記するなど、作
成者の負担軽減や管理者の効率
的な保全に寄与
＜木造編＞
・木造特有の内容を区別し、非木
造と共通する内容を統一化して混
構造にも対応

○官庁施設の保全等の基礎資料として完成時に作成する「建築物等の利用に関する説明書」の作成例として、
これまでの整備実績等を参考に「本編」、「木造編」、「防災編」を取りまとめ。

○「本編」と「木造編」では保全の方法を、 「防災編」では非常時の使用方法等の項目に重点を置いて作成。

＜防災編＞
・非常時に使用する設備等の使用
方法や点検方法等を、施設管理
者で対応する観点から分かりや
すく記載

※取りまとめで重点を置いた項目

４．保全計画
・中長期保全計画
・年度保全計画 等



写真や図（平面や立
面）で保全対象部位を
分かりやすく説明

点検等に当たっての法的根拠や建築保
全業務共通仕様書の対応箇所を明記

【作成例（木造編） ３.保全の手引きより抜粋】

木造編では木造
特有の注意事項
等を充実 様々な施設に対応で

きるよう保全対象項
目を充実させ、部門別
に分類

【参考資料２】建築物等の利用に関する説明書の作成例について


